
1 

 

令和８年１月 

 

会員制度が新しくなります 

 

この度、現在の形態での運用を終了し、新制度に切り替えて運営することとなりました。 

つきましては令和８年４月１日より下記の通り新たな会員制度による入会受付を始めます。 

  是非この機会に新たな会員制度に入会していただきますようお願い申し上げます。 

                              

■新旧会員制度の変更点 

＊下線部分が現在の会員制度との変更点になります＊ 

＊会費は令和８年年度よりインボイス対象になります。 

 

 
新会員（令和８年４月１日受付開始） 現会員（令和８年３月３０日で新規入

会受付終了） 

会員カード 発行なし 

＊世田谷美術館及び文学館の入館割

引やレストランスカイキャロット、レスト

ラン・ル・ジャルダンの割引は終了しま

す。 

発行あり 

 

現一般会

員 

（新）有料オ

ンラインチ

ケット会員 

入会金なし 

・会費 ３，０００円（税込） 

・特典 ①～③は変更なし。 

＊コンビニ決済の場合手数料 

１８９円がかかります。 

 

 

 

 

 

④会報誌に代わる新たな会員専用の

情報発信サービスをうけることができ

る。（新サービスについては、詳細が決

定次第、お知らせいたします。） 

 

・入会金 ５００円（税込） 

・会費 ３，０００円（税込） 

・特典 ①会員は、財団が指定する

公演チケットを、会員割引価格で購

入することができる。 

②財団が指定する公演チケットを、

一般発売日にさきがけて予約する

ことができる。 

③財団が指定する施設の無料ドリン

ク券プレゼント。 

④会報誌を定期的に購読できる。 
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特別会員 ・会費 ５０，０００円（税込） 

・特典 ①～⑥は変更なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦劇場 HP に団体名または個人名を

「特別会員」として掲示。 

・会費 ５０，０００円（税込） 

・特典 上記のうち①～④ 

 

⑤財団が指定する公演に年１～２作

品ペアで招待。 

（招待券の枚数は口数に準ずる） 

⑥世田谷パブリックシアターの主劇

場、小劇場のロビーに社名または個

人名を「特別（法人）会員」として掲

示。 

 ⑦会報誌に団体名または個人名を

「特別会員」として掲示。 

賛助会員 ・会費 １０，０００円（税込） 

・特典 ①～④は変更なし。 

⑤劇場 HP に団体名または個人名を

「賛助会員」として掲示。 

・会費 １０，０００円（税込） 

・特典 上記のうち①～④ 

⑤会報誌に団体名または個人名を

「賛助会員」として掲示。 

■新会員制度の入会・更新方法について 

 ①有料オンラインチケット会員 

  ・入会はオンラインのみで受付。 

＊令和８年４月１日から劇場ホームページより入会いただけます。 

・更新時期は事前にご登録いただいたメールにお知らせします。 

②特別会員・賛助会員 

  ・ご入会ご希望の方は友の会事務局にお電話でお問合せ下さい。 

  ・更新時期が近づきましたら事前に請求書を送付いたします。 

■新会員制度開始に伴い下記の規約を新たに制定し令和８年４月１日より適用を開始します。 

 入会の際は必ず規約内容をご確認ください。 

①世田谷パブリックシアター有料オンラインチケット会員規約 

②世田谷パブリックシアター特別会員・賛助会員規約 

③オンライン会員利用規約（改訂） 

■お問い合わせ 

   世田谷パブリックシアター友の会事務局 

電話 03-5432‐1524（平日 10:00～17:00） 

FAX  03-5432-1559 

MAIL septtomonokai@setagaya-ac.net 

mailto:septtomonokai@setagaya-ac.net

